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議第33号

京都市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例の制定につい

て

　京都市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例を次のように制定する。

平成23年２月22日提出

京 都 市 長 門 川 大 作

京都市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例

　京都市職員退職手当支給条例の一部を次のように改正する。

　第３条第２項各号列記以外の部分中「及び職員」を「，職員」に改め，

「地方公務員等としての引き続いた在職期間」の右に「及び地方独立行政

法人京都市立病院機構（以下本則において「機構」という。）に勤務する者

（役員を除く。以下本則において「機構職員」という。）が，機構の要請に

応じ，引き続いて職員となるため退職し，かつ，引き続いて職員となった場

合におけるその者の機構職員としての引き続いた在職期間」を加え，「又は

地方公共団体等」を「，地方公共団体等又は機構」に改める。

　第17条に次の１項を加える。

３　職員が，任命権者の要請に応じ，引き続いて機構職員となるため退職し，

かつ，引き続いて機構職員となった場合において，その者の職員としての

在職期間が，機構職員に対する退職手当に関する規定により，機構職員と

しての在職期間に通算されることとなるときは，別に定める場合を除き，

この条例の規定による退職手当は，支給しない。

　附則に次の１項を加える。

５　次に掲げるときは，この条例の規定による退職手当は，支給しない。

　⑴　地方独立行政法人法第59条第２項の規定により職員が地方独立行政法

人京都市立病院機構に勤務する者（役員を除く。以下「機構職員」とい
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う。）となったとき。

　⑵　平成23年３月31日に京都市任期付職員の採用に関する条例第２条の規

定により任期を定めて採用された職員が退職し，かつ，同年４月１日に

機構職員として採用されたとき。

　附　則

　この条例は，平成23年４月１日から施行する。ただし，附則に１項を加え

る改正規定は，公布の日から施行する。

提案理由

　地方独立行政法人京都市立病院機構の設立の時において当該法人の職員と

なる本市の職員に対し退職手当を支給しないこととする等の必要があるので

提案する。


